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○加須市介護予防ケアマネジメント実施要綱 

平成２９年２月２２日 

告示第６３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護予防ケアマネジメント（介護保険法（平成９年法律

第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項第１号ニに規定

する第１号介護予防支援事業をいう。以下「事業」という。）の実施に関し、

法、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」とい

う。）及び加須市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則（平

成２９年加須市規則第１号。以下「実施規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業は、法第１１５条の４６の規定に基づき設置する加須市地域包括

支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準等を定める条例（平成２

７年加須市条例第２３号）別表第１に掲げる高齢者相談センター（以下「セ

ンター」という。）が行うものとする。 

２ センターは、法第１１５条の４７第６項の規定により、次条第１項第１号

に規定するケアマネジメントAを指定居宅介護支援事業者に委託することが

できる。 

（事業の内容） 

第３条 事業は、居宅要支援被保険者等の状況及び提供を希望するサービス等

を踏まえ、次に掲げる事業の類型に応じて行うものとする。 

（１） ケアマネジメントA 介護予防支援に相当する事業 

（２） ケアマネジメントB サービス担当者会議及びモニタリングを省略し

た事業 

（３） ケアマネジメントC サービス利用開始時のみ実施する事業 

２ センターは、事業の開始に当たって、事業を利用する居宅要支援被保険者

等（以下「利用者」という。）に対してアセスメントを実施することにより、
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利用者が必要とする事業について、前項の類型に基づき適切に振り分けるも

のとする。 

（事業の実施） 

第４条 事業の実施に当たっては、法、省令及び実施規則に定めるもののほか、

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省

令第３７号）及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマ

ネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活用につ

いて（平成２７年６月５日厚生労働省老健局振興課長通知）を踏まえ、適切

に実施するものとする。 

（委託料） 

第５条 事業に係る委託料の額は、１０円に厚生労働大臣が定める一単位の単

価（平成２７年厚生労働省告示第９３号）に掲げる加須市の地域区分に応じ

た介護予防支援の割合を乗じて得た額に、事業の類型ごとに別表に掲げる単

位数を乗じて得た額とする。 

（返還） 

第６条 市長は、センター又は事業の一部を受託している指定居宅介護支援事

業者（以下「センター等」という。）がこの要綱の規定に違反した場合又は

偽りその他不正の手段により委託料の支給を受けた場合は、当該センター等

に対し、支給した委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（状況報告等） 

第７条 市長は、必要があると認めるときは、センター等に対し、当該センタ

ー等の事業の運営について随時報告させ、及び必要な指示をすることができ

る。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 
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附 則（平成３１年告示第７３号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年告示第４５号） 

この告示は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第１１４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和３年９月３０日までの間は、改正後の別表委託料単位数表１の項（１）

について、所定単位数の１０００分の１００１に相当する単位数を算定する。 

附 則（令和６年告示第１０４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和７年３月３１日までの間は、改正後の別表委託料単位数表１の項（１）

の注３の規定は、適用しない。 

附 則（令和８年告示第７９号） 

この告示は、令和８年６月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

委託料単位数表 

１ ケアマネジメントAに係る委託料 

（１） 基本委託料（１箇月につき） ４４２単位 

注１ 基本委託料は、利用者に対してケアマネジメントAを行い、かつ、

当該ケアマネジメントAを実施した月の末日までに当該ケアマネジメ

ントAに係る委託料の請求を行っているセンター等について、所定単位

数を算定する。 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待

防止措置未実施減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単
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位数を所定単位数から減算する。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計

画未策定減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を

所定単位数から減算する。 

（２） 初回加算 ３００単位 

注 センター等において、新規に利用者に対しケアマネジメントAを行っ

た場合について、当該ケアマネジメントAを実施した最初の１箇月につ

き所定単位数を加算する。 

（３） 委託連携加算 ３００単位 

注 センターが利用者に提供するケアマネジメントAを指定居宅介護支

援事業者に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅

介護支援事業者に提供し、当該指定居宅介護支援事業者におけるケア

マネジメントAに係る計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始

した日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として所定単

位数を加算する。 

（４） 介護職員等処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善

等を実施しているものとして市長に届け出た介護予防ケアマネジメン

ト事業所が、利用者に対し、介護予防ケアマネジメントを行った場合

は、（１）から（３）までにより算定した単位数の１０００分の２１

に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

２ ケアマネジメントBに係る委託料 

（１） 基本委託料（１箇月につき） ２２１単位 

注 基本委託料は、利用者に対して１クール３箇月を目安としたケアマ

ネジメントBを行い、かつ、当該ケアマネジメントBに係る委託料の請

求を行っているセンターについて、初回月及び３箇月目のみ所定単位

数を算定する。 

（２） 初回加算 ３００単位 
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注 センターにおいて、新規に利用者に対しケアマネジメントBを行った

場合について、当該ケアマネジメントBを実施した最初の１箇月につき

所定単位数を加算する。 

３ ケアマネジメントCに係る委託料 

（１） 基本委託料（１箇月につき） ２２１単位 

注 基本委託料は、利用者に対してケアマネジメントCを行い、かつ、当

該ケアマネジメントCに係る委託料の請求を行っているセンターにつ

いて、初回月のみ所定単位数を算定する。ただし、当該基本委託料の

算定後６箇月を経過するまでは、新たな算定はできないものとする。 

（２） 初回加算 ３００単位 

注 センターにおいて、新規に利用者に対しケアマネジメントCを行った

場合について、当該ケアマネジメントCを実施した最初の１箇月につき

所定単位数を加算する。 

 


